
 

所沢市おひさまエネルギー利用促進事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、おひさまエネルギー利用促進事業を行う者に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付することにより、本市における低炭素化を推進し、もって地球温暖化を

防止していくことを目的とする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、所沢市補助金等交付規則（昭和５５年規則第２０号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ おひさまエネルギー利用促進事業 太陽光発電システムを設置する事業をいう。 

 ⑵ 太陽光発電システム 次に掲げる要件を備えた住宅用太陽光発電システムをいう。 

ア 住宅の屋根等への設置に適し、低圧配電線と逆潮流のある系統連系をするもの 

イ 電力会社と電灯契約及び余剰電力の電力受給契約を締結することができるもの 

ウ 未使用品のもの 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「申請者」という。）は、自らが居住す

るため市内の住宅等に太陽光発電システムを設置する者であって、次の各号の要件を満た

すものとする。 

 ⑴ 補助金申請時及び実績報告時において、市税（所沢市税条例（昭和２５年告示第７６

号）第３条に掲げる税目をいう。）を滞納していないこと。 

 ⑵ 実績報告時において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市の住

民基本台帳に記録されていること。 

⑶ 補助金交付決定の通知に記載された交付決定年月日から起算して、既存の住宅に太陽

光発電システムを設置する場合又は太陽光発電システムが設置されている建売住宅を取

得する場合にあっては原則として３月以内、新築の住宅に太陽光発電システムを設置す

る場合にあっては原則として６月以内に設置工事の完了又は建物の引渡しを受けること

ができること。 

（補助対象経費の範囲） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、太陽光発電システムの設置に要する費用で次に

掲げるものとする。 

 ⑴ 太陽光発電システムのうち、次に掲げるものの購入に係る費用 

  ア 太陽電池モジュール 

  イ 架台 

  ウ 接続箱 

  エ 直流側開閉器 

  オ インバータ・保護装置（パワーコンディショナ） 

  カ 交流側開閉器（サービスブレーカー） 

  キ 余剰電力販売用電力量計 

 ⑵ 配線及び配線器具の購入並びにその据付けに係る費用 



 

 ⑶ 設置工事に係る費用 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、太陽電池の最大出力の値（単位はキロワットとし、小数点以下第３

位未満は切り捨てる。）に２０，０００円を乗じて得た額（１，０００円未満の端数は切り

捨てる。）とする。ただし、補助対象となる太陽電池の最大出力の上限は４．０キロワット

とする。 

２ この要綱に基づく補助金を受けて設置した太陽光発電システムを増設する場合にあって

は、４．０キロワットから既に受けた補助金を算出する際の最大出力の値を控除した値を

上限とする。 

 （募集） 

第６条 市は、年度毎に定める募集開始日から募集終了日までの間、この要綱に基づく補助

を受けようとする者について募集を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受け付けた申請書に係る補助予定金額の総額が予算の範囲を

超える日をもって受付を終了する。 

 （補助金の交付申請） 

第７条 申請者が補助金の交付申請をする場合は、所沢市おひさまエネルギー利用促進事業

補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、工事着工前又は住宅の

引渡し前に市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 経費の内訳が明記されている工事請負契約書、売買契約書又は見積書の写し 

⑵ 太陽電池の最大出力の値が確認できる書類の写し（前号に掲げる書類で確認できる場

合は除く。） 

⑶ 工事着工前の現況写真及び案内図 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 交付申請は、持参により行うものとする。 

 （事務の代行） 

第８条 申請者は、補助金交付申請に係る書類の提出を他の者に代行させることができる。

この場合において、申請者は、前条第１項に定める書類のほか委任状（様式第２号）を市

長に提出しなければならない。 

 （交付決定等） 

第９条 市長は、補助金の交付申請を受けたときは、速やかに内容の審査を行い、補助金を

交付することが適当であると認めるときは、所沢市おひさまエネルギー利用促進事業補助

金交付決定通知書（様式第３号。以下「交付決定通知書」という。）を通知するものとする。

ただし、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、所沢市おひさまエネルギー

利用促進事業補助金不交付決定通知書（様式第４号）を通知するものとする。 

２ 補助金の交付は、同一年度内において一世帯につき１回限りとする。 

（計画変更届の提出） 

第１０条 申請者は、交付決定通知書を受けた後、申請書に記載した次に掲げる事項の変更

があった場合は、計画変更届（様式第５号）を市長に提出しなければならない。ただし、

計画変更届により補助金交付決定額を増額することはできない。 

 ⑴ 太陽電池の最大出力の変更に伴い、補助金交付決定額が減額となる場合 



 

 ⑵ 契約業者を変更する場合 

２ 計画変更届は、速やかに持参又は到達したことが確認できる方法により提出しなければ

ならない。 

 （中止の承認申請） 

第１１条 申請者は、交付決定通知書を受けた後、太陽光発電システムの設置を中止しよう

とするときは、速やかに計画中止承認申請書（様式第６号）を市長に提出し、その承認を

受けなければならない。 

（実績報告書） 

第１２条 申請者は、太陽光発電システムの設置又は太陽光発電システムが設置された住宅

の引渡しが完了したときは、完了日から起算して３０日以内又は市長が別に定める日のい

ずれか早い日までに実績報告書兼補助金交付請求書（様式第７号。以下「実績報告書」と

いう。）に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 太陽光発電システムの設置に係る領収書の写し 

 ⑵ 太陽光発電システムの設置完了後の写真及び配置図 

 ⑶ 電力会社との電力受給契約の内容を示す書類の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 実績報告書の提出は、持参又は到達したことが確認できる方法により行うものとする。 

 （補助金交付額の確定及び補助金の交付） 

第１３条 市長は、前条の実績報告書を受けたときは、速やかに内容を審査するとともに、

必要に応じて現地を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金

交付額を確定し、所沢市おひさまエネルギー利用促進事業補助金交付確定通知書兼振込通

知書（様式第８号）により、申請者に対し補助金を交付する旨を通知し支払うものとする。 

 （管理） 

第１４条 補助金の交付を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって管理し、太陽光発電

システムを設置した住宅における電力の消費の用に充てなければならない。 

 （取消及び返還） 

第１５条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けようと

した場合又は受けた場合若しくはこの要綱に違反した場合は、補助金の交付を取り消し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

 （協力） 

第１６条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデー

タの提供その他の協力を求めることができる。 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 

（平成２３年度における補助金交付の特例） 



 

３ 平成２３年度に限り、平成２３年１０月２５日から平成２４年１月９日までの間に、太陽光

発電システムの設置工事を着工し、又は太陽光発電システムが設置されている建売住宅を取得

した者で、おひさまエネルギー利用を促進するものに対して、補助金を交付する。 

４ 第２条から第１６条までの規定は、前項の補助金の交付について準用する。 

（平成２４年度における補助金交付の特例） 

５ 平成２４年度に限り、平成２４年４月１日から募集開始日前日までの間に、太陽光発電シス

テムの設置工事を着工し、又は太陽光発電システムが設置されている建売住宅を取得した者で、

おひさまエネルギー利用を促進するものに対して、補助金を交付する。 

６ 第２条から第１６条までの規定は、前項の補助金の交付について準用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、同年

３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１２月２６日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２４年４月２日から施行する。ただし、第３条第２号の改正規定は、同年

７月９日から施行する。 

２ この要綱（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の所沢市おひさまエネル

ギー利用促進事業補助金交付要綱の規定は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

 


